
多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向 

令和元年６月17日 

金融庁  /  消費者庁  /  厚生労働省（自殺対策推進室）  /  法務省   

資料１ 



 

  
 
 

１．無担保無保証借入残高がある人数及び貸金業利用者の１人当たり残高金額の推移  ・・・ １ 

２．財務局等に寄せられた「多重債務」に関する相談の概況  ・・・ ３ 

３．地方自治体に寄せられた「多重債務」に関する相談の概況 ・・・ ４ 

４．「多重債務」に関する消費生活相談の概況 ・・・ ８ 

５．多重債務が原因とみられる自殺者数 ・・・ １０ 

６．自然人の自己破産事件の新受件数 ・・・ １２ 

７．国内銀行のカードローン等の残高と貸金業者による消費者向け貸付け残高の推移 ・・・ １３ 

８．新たなヤミ金事案について（ SNS個人間融資・偽装ファクタリング） ・・・ １４ 

９．ギャンブル等依存症対策の動向 ・・・ １６ 

目  次 



１．無担保無保証借入残高がある人数及び貸金業利用者の１人当たり残高金額の推移 

多重債務問題 ・・・ 貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、

その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸
問題をいう。 （貸金業法附則第66条） 

多 重 債 務 者 ・・・ 消費者金融等からの複数債務を抱える債務者や返しきれない債務を抱える債務者 

無担保無保証借入残高がある人数及び貸金業利用者の１人当たり残高金額の推移 

（出典） （株）日本信用情報機構  ※統計値は平成31年３月31日時点 1 
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（H18.12.13） 

改正貸金業法完全施行
（H22.6.18） 



【参考】 貸金業利用者に関する調査・研究 （結果概要） 

１．調査内容 

 （１）調査期日  平成31年３月時点 【前回：平成30年３月時点】 

 （２）調査対象  20～70代の男女 （有効回収サンプル： （１）54,811サンプル、（２）～（５）4,374サンプル） 

 （３）調査手法  インターネットによるアンケート調査 

 

２．調査概要 
 

2 平成30年度金融庁委託調査を基に作成 

（１）「３年以内借入経験者」の割合 

 最近３年以内に「クレジットカード会社のキャッシング・カードローン」、「消費者金融からの借入れ」、「商工ローンからの借入れ」、「手形割
引業者からの借入れ」のいずれかの利用経験がある「３年以内借入経験者」は7.6％【前回比 0.3ポイント増】 

  
（２）「３年以内借入経験者」の借入目的 

 「３年以内借入経験者」の消費者金融の利用目的は「生活費不足の補填」が49.5％【前回比 4.5ポイント増】と最多、次いで「クレジットカード
の支払資金不足の補填」が19.3％【前回比 1.2ポイント減】、「欲しいもの購入への資金不足のため」が16.8％【前回比 5.7ポイント減】 

 その他の借入目的として、「遊ぶためのお金（遊興費等）が足りなかったため」が16.6％ 【前回比 1.5ポイント減】が最多、次いで「ギャンブル
の元手が足りなかったため」が8.8％ 【前回比 0.1ポイント増】 

 
（３）「３年以内借入経験者」 の『無登録業者（ヤミ金融）』の利用経験 

 「３年以内借入経験者」のうち、『無登録業者（ヤミ金融）』の利用経験がある者は9.9％【前回比 5.3ポイント増】 

 利用目的は「借入れは限度額ではなかったが、貸金業者から断られたため」が28.0％【前回比 1.4ポイント増】 と最多、次いで、 「手続きが
簡単であったため」 が27.2％【前回比 7.0ポイント増】 
 

（４）ギャンブル等を目的とした借入経験者の相談状況 
 ギャンブル等を目的とした借入経験者の中で、「相談したことがある」は16.9％（相談先として、「家族・親類・友人」が57.3％、「財務局や地方

自治体の相談窓口」が14.0％、「日本貸金業協会」が10.5％、「全国銀行協会」が5.2％、「精神保健福祉センター・保健所」が5.2％） 
 

（５）貸付自粛制度の認知 

 貸付自粛制度の「詳細な内容について知っていた」は1.7％、「聞いたことはあるが詳細な内容は知らなかった」が6.6％、「知らない」は
91.7％ 

 

 



２．財務局等に寄せられた「多重債務」に関する相談の概況   

■財務局等に寄せられた「多重債務」に関する相談件数の月別推移  

■相談者の借金をしたきっかけ（複数回答可） ■相談者の年収 （年収は世帯年収とする） 

【件】 【件】 

金融庁アンケート調査結果を基に作成 
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３．地方自治体に寄せられた「多重債務」に関する相談の概況 （１）   

■地方自治体に寄せられた「多重債務」に関する相談件数の月別推移  

■相談者の借金をしたきっかけ（複数回答可） 

多重債務者相談キャンペーン2018 

金融庁アンケート調査結果を基に作成 

【件】 

4 

※緑文字は都道府県及び市区町村計 
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３．地方自治体に寄せられた「多重債務」に関する相談の概況 （２）   

「多重債務者相談強化キャンペーン2018」における生活困窮者自立支援事業等と相談窓口との連携状況 

■ 都道府県における連携状況 

■ 市区町村における連携状況 

＜連携の内容＞ 

＜連携を行わなかった理由＞ 

＜連携の内容＞ 

＜連携を行わなかった理由＞ 

金融庁アンケート調査結果を基に作成 5 
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※「連携を行わなかった」回答には、相談事例がなかった地方自治体も含む。 



３．地方自治体に寄せられた「多重債務」に関する相談の概況 （３）  

「多重債務者相談強化キャンペーン2018」におけるギャンブル等依存症の専門機関と相談窓口との連携状況（都道府県） 

■ 精神保健福祉センター・保健所との連携状況 ＜連携の内容＞ 

＜連携を行わなかった理由＞ 

■ 自助グループ等（※）との連携状況 ＜連携の内容＞ 

＜連携を行わなかった理由＞ 

6 
（※） 自助グループ等とは、依存症患者本人の集まり及び依存症回復施設を含むギャンブル等依存症の 
  回復に資する情報提供、勉強会、相談支援及び回復プログラムの提供を行っている民間団体を指します。 
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※「連携を行わなかった」回答には、相談事例がなかった地方自治体も含む。 



３．地方自治体に寄せられた「多重債務」に関する相談の概況（４） 

「多重債務者相談強化キャンペーン2018」におけるギャンブル等依存症の専門機関と相談窓口との連携状況（市区町村） 

■ 精神保健福祉センター・保健所との連携状況 ＜連携の内容＞ 

＜連携を行わなかった理由＞ 

■ 自助グループ等（※）との連携状況 ＜連携の内容＞ 

＜連携を行わなかった理由＞ 

7 
（※） 自助グループ等とは、依存症患者本人の集まり及び依存症回復施設を含むギャンブル等依存症の 
  回復に資する情報提供、勉強会、相談支援及び回復プログラムの提供を行っている民間団体を指します。 
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※「連携を行わなかった」回答には、相談事例がなかった地方自治体も含む。 



１－１．相談件数（受付年度別推移） 
 

（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センターから寄せられた「多重債務」に関する相談件数（平成31年４月30日登録分まで）。 
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４．「多重債務」に関する消費生活相談の概況（１） 



（注）PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク）を通じて全国の消費生活センター等から寄せられた「多重債務」に関する相談件数。 

１－２．相談件数（受付月別推移） 
 

２．相談事例 

（年月） 

（件） 

○クレジットカードでのキャッシングやショッピング、銀行のフ

リーローン等利用で多額の債務がある。現在無職だが、債務

整理可能か。 

〇夫はパチンコ等のギャンブル依存症と思われ、サラ金での 

借り入れを繰り返している。本人は自分でコントロールできな 

いようで困惑。 

○消費者金融３社から借金をしている。毎月の返済が苦しい

ので債務整理したい。 

○夫がカード会社２社からキャッシングをしているが返済出来

ない。車のローンも滞っており、裁判所から通知が届いている。 
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○生活費が足りず、銀行やクレジット会社から借り入れをした

が、返済できなくなったので債務整理したい。 
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４．「多重債務」に関する消費生活相談の概況（２） 



５．多重債務が原因とみられる自殺者数 （１） 

【人】 【％】 

厚生労働省、警察庁統計を基に作成 
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５．多重債務が原因とみられる自殺者数 （２）  

（２）職業別自殺者数 

（出典）厚生労働省・警察庁統計 

■平成30年中の年齢階級別、職業別の自殺者数（原因・動機が多重債務の者のうち） 
 

（１）年齢階級別自殺者数 

原因・動機別
 年齢階級別 ～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳～ 不　詳 合　計

計 1 86 117 173 192 100 30 4 0 703

男 1 77 115 159 179 89 26 2 0 648

女 0 9 2 14 13 11 4 2 0 55

負債
(多重債務)

  　　 職業別

建設職
人・配管

工

輸送・精
密機械工

機械工(輸
送・精密
を除く)

金属加工
工

食品・衣
料品製造

工

その他の
技能工

警察官･自
衛官･消防

士等

その他の
保安従事

者

運輸従事
者

通信従事
者

土木建設
労務作業

者

運搬労務
作業者

その他の
労務作業

者
その他

計 16 1 7 9 8 15 4 9 15 2 23 15 47 51 363 480

男 16 1 6 9 8 15 4 9 14 2 23 15 46 48 342 455

女 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 21 25

負債
(多重債務)

技能工 保安従事者 通信運輸従事者 労務作業者
被雇用
者・

勤め人
合計

有職者
合計

被雇用者・勤め人 被雇用者

・勤め人

原因・動機別

  　　 職業別

未就学児
童

小学生 中学生 高校生 大学生
専修学校

生等
主婦 失業者

利子・配
当・家賃
等生活者

年金・雇
用保険等
生活者

浮浪者
その他の
無職者

計 0 0 0 0 4 1 5 10 50 0 27 1 123 211 216 7 703

男 0 0 0 0 4 1 5 0 49 0 22 1 109 181 186 7 648

女 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 5 0 14 30 30 0 55

負債
(多重債務)

無職
合計

合計

無職 無職

学生・生徒等

学生・生
徒等
計

無職者 無職者

無職者
計

不詳

原因・動機別
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  　　 職業別 事務職

農・林
・漁業

販売
店主

飲食
店主

土木・建
築業自営

不動産業
自営

製造業
自営

その他の
自営業主

教員
医療・
保健

従事者

芸能人・
プロスポ
ーツ選手

弁護士
その他の
専門・技

術職

議員・知
事・課長
以上の
公務員

会社・公
団等の
役員

会社・公
団等の

部・課長
事務員

販売
店員

外交員
・

セールス
マン

露店・行
商・廃品

回収

美容師
・

理容師

調理人
・バーテ
ンダー

飲食店店
員

ホステ
ス・ホス

ト

遊技場等
店員

その他の
サービス

職

計 12 7 23 24 6 9 36 117 1 10 0 1 10 1 15 2 20 16 17 0 0 5 10 2 1 30

男 12 7 20 23 6 9 36 113 1 10 0 1 10 1 15 2 16 12 16 0 0 5 8 0 1 28

女 0 0 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 2 2 0 2

原因・動機別

負債
(多重債務)

専門・技術職 管理的職業 販売従事者 サービス業従事者
自営業・家族従業者

自営業･家
族従業者

合計

被雇用者・勤め人 被雇用者・勤め人



６．自然人の自己破産事件の新受件数 

242,357 

211,402 

184,422 

165,932 

148,248 

129,508 126,265 
120,930 

100,510 

82,668 

72,048 
65,189 63,856 64,638 

68,792 
73,084 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

（出典）平成29年までは司法統計、平成30年は司法統計月報（速報値） 
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（参考）信用金庫のカードローン等残高 

2016年度末 2017年度末 2018年度末 

6,083億円 6,243億円 6,244億円 
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７．国内銀行のカードローン等の残高と貸金業者による消費者向け貸付け残高の推移 
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銀行によるカードローン等貸付け 貸金業者による消費者向け貸付け 

（兆円） 

（注）「カードローン等」は、カードローン（当座貸越方式）、応急ローンおよびカードキャッシングの合計。 
（資料）金融庁「貸金業関係資料集」、日本銀行時系列統計データより、金融庁作成 

（年度） 

（兆円） 

（注）「カードローン等」は、カードローン（当座貸越方式）、応急ローンおよびカードキャッシングの合計。 
（資料）金融庁「貸金業関係資料集」、日本銀行時系列統計データより、金融庁作成 

（年度） 



 課題 

 対応 

○近時、以下のような新たなヤミ金事案が発生しているとの指摘がされている。 

 SNS等を利用して、個人間での融資を装い、業として、違法な高金利での貸付けを行うもの 

 中小企業者に対し、ファクタリング(売掛債権等の売買)を装い、実質的には債権を担保とした貸付けを行うもの 

引き続き関係機関と連携して実態把握に努め、啓発や違法業者に係る警告・捜査機関への情報提供等を徹底 

○利用者から寄せられた苦情・相談事例について調査を実施。 

 金融庁において年間50件程度(うち具体的被害に関するもの10件程度)の苦情・相談事例が確認された。 

＜具体的被害に関する苦情・相談の例＞ 
  ・インターネットを通じてお金を借り、毎月少しずつ返済していたところ、今までの返済は全て利息だといわれ、払えなければ   
   家にまで取り立てに行くと脅された 
  ・ファクタリング業者への手数料が２か月ごとに３割となっているが、違法ではないか 等 

 ヒアリング対象事業者においては、具体的な被害事例・悪質業者の情報は、把握されていなかった。 

○被害の発生を未然に防止するため、関係機関と連携した注意喚起のための啓発を実施中。 

○SNSプラットフォーマー及び広く知られているファクタリング業者に対し、実態把握のためのヒアリングを実施中。 

 SNS個人間融資については、不特定多数が閲覧可能なツールで広く勧誘を行い、詳細は相対でやり取りするといった手口で、業として金銭の貸付
けが行われている可能性が示唆された。 

 首相官邸のメールマガジン・LINE、金融庁及び消費者庁のTwitter公式アカウント等において、注意喚起の記事を配信した。 

 SNSプラットフォーマー等で構成される協議会において、構成員を通じて、問題提起を実施した。 

 中小企業者が来庁する行政機関等の窓口において、偽装ファクタリングに関する啓発のためのチラシを配布した。 

 偽装ファクタリングについては、一般にファクタリング契約の審査には一定の時間を要するところ、売掛債権を速やかに現金化したい中小企業者が、
高額な手数料等を是認して、ヤミ金業者から債権担保貸付けを受けている可能性が示唆された。 
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８．新たなヤミ金事案について（SNS個人間融資・偽装ファクタリング） 



＜SNS個人間融資に関する首相官邸LINEによる注意喚起＞ 

（2019年5月10日配信） 

＜偽装ファクタリングに関する啓発チラシ＞ 

【参考】 新たなヤミ金事案に関する啓発事例 
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９．ギャンブル等依存症対策の動向（１）基本計画の閣議決定① 

○ 平成31年４月、ギャンブル等依存症対策推進基本計画が閣議決定。 
 

※策定経過 
 ・ 平成30年10月 第１回ギャンブル等依存症対策推進本部 
 ・ 平成31年２月～４月 ギャンブル等依存症対策推進関係者会議（４回開催） 
 ・ 平成31年３月 パブリックコメント手続 
 ・ 平成31年４月 第２回ギャンブル等依存症対策推進本部 

第一章 ギャンブル等依存症対策の基本的考え方等 

Ⅰ ギャンブル等依存症問題の現状 

Ⅱ ギャンブル等依存症対策の基本理念等 

Ⅲ ギャンブル等依存症対策推進基本計画の基本的事項 

Ⅳ ギャンブル等依存症対策の推進に向けた施策について 

  国内の「ギャンブル等依存が疑われる者」の割合：成人の0.8％ （平成29年度日本医療研究開発機構（AMED）調査結果） 

  発症、進行及び再発の各段階に応じた適切な措置と関係者の円滑な日常生活及び社会生活への支援 
  多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の関連問題に関する施策との有機的な連携への配慮 
  アルコール、薬物等依存に関する施策との有機的な連携への配慮 

  推進体制：ギャンブル等依存症対策推進本部（本部長：内閣官房長官）  対象期間：平成31年度～平成33年度（３年間） 
  基本的な考え方 

  ギャンブル等依存症問題啓発週間（５月14日～20日）における積極的な広報活動の実施 
  政府においては、全都道府県が速やかに推進計画を策定するよう促進 

ＰＤＣＡサイクルによる 
計画的な不断の取組の推進 

多機関の連携・協力による 
総合的な取組の推進 

重層的かつ多段階的な 
取組の推進 
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第二章 取り組むべき具体的施策 （主なもの） 

広告宣伝の在り方 

アクセス制限 
・ 

施設内の取組 

相談・治療に 
つなげる取組 

依存症対策の 
体制整備 

・新たに広告宣伝に関する指針を作成、公表。注意喚起標語の大きさや時間を確保 (～平成33年度) [公営競技・ぱちんこ] 
・通年、普及啓発活動を実施するとともに、啓発週間に新大学生・新社会人を対象とした啓発を実施 (平成31年度～)  
 [公営競技・ぱちんこ]  

・本人申告・家族申告によるアクセス制限等に関し、個人認証システム等の活用に向けた研究を実施 (～平成33年度)  

 [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ] 
・インターネット投票の購入限度額システムを前倒し導入 (平成32年度） [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ] 
・自己申告プログラムの周知徹底・本人同意のない家族申告による入店制限の導入 (平成31年度) [ぱちんこ] 
・自己申告・家族申告プログラムに関し、顔認証システムの活用に係るモデル事業等の取組を検討（～平成33年度） [ぱちんこ] 
・18歳未満の可能性がある者に対する身分証明書による年齢確認を原則化 (平成31年度) [ぱちんこ] 
・施設内・営業所内のATM等の撤去等 (平成31年度～) [公営競技・ぱちんこ] 

・自助グループをはじめとする民間団体等に対する経済的支援  
 [公営競技：平成33年度までの支援開始を目指す／ぱちんこ：31年度に開始、実績を毎年度公表] 
・ギャンブル依存症予防回復支援センターの相談者助成(民間団体の初回利用料・初診料負担)の拡充の検討に着手 

 (平成31年度～) [ﾓ ﾀーｰﾎﾞー ﾄ] 

・依存症対策最高責任者等の新設 、ギャンブル等依存症対策実施規程の整備 （～平成33年度） [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ] 

・依存問題対策要綱の整備、対策の実施状況を毎年度公表 (平成31年度～) [ぱちんこ] 
・第三者機関による立入検査の実施 (平成31年度～) 、「安心パチンコ・パチスロアドバイザー」による対策の強化 
 （～平成33年度） [ぱちんこ] 

Ⅰ 関係事業者の取組：基本法第15条関係 
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９．ギャンブル等依存症対策の動向（１）基本計画の閣議決定② 



第二章 取り組むべき具体的施策 （主なもの） 《続き》 

相談支援 

・全都道府県・政令指定都市への相談拠点の早期整備 （平成32年度目途） [厚労省] 
・ギャンブル等依存症である者等の家族に対する支援の強化 [関係省庁] 
・婦人相談所相談員、母子・父子自立支援員、児童相談所職員、障害福祉サービス従事者・発達障害者支援センター職員等における支援 

  (平成31年度～) [厚労省] 
・ギャンブル等依存症対策に関する各地域の消費生活相談体制強化 (平成31年度～) [消費者庁] 
・多重債務相談窓口・日本司法支援センターにおける情報提供・相談対応 (平成31年度～) [金融庁・法務省] 
・相談対応等においてギャンブル等依存症に配慮できる司法書士の養成 (平成31年度～) [法務省] 

治療支援 
・全都道府県・政令指定都市への治療拠点の早期整備 （平成32年度目途） [厚労省] 
・専門的な医療の確立に向けた研究の推進、適切な診療報酬の在り方の検討 (平成31年度～) [厚労省] 

民間団体支援 
・自助グループをはじめとする民間団体が行うミーティング等の活動支援に係る施策の改善・活用促進 （平成31年度～） [厚労省] 
・自助グループをはじめとする民間団体等に対する経済的支援（再掲） (平成31年度～) [公営競技・ぱちんこ] 

社会復帰支援 

・ギャンブル等依存症問題を有する生活困窮者の支援 （平成31年度～） [厚労省] 
・ギャンブル等依存症問題を有する受刑者への効果的な指導・支援 (平成31年度～) [法務省] 
・受刑者・保護観察対象者等に対する就労支援 (平成31年度～) [法務省] 

Ⅱ 相談・治療・回復支援：基本法第16～19条関係 

・シンポジウム、普及啓発イベント等を通じ、依存症の正しい知識や相談窓口等を積極的かつ継続的に普及啓発（平成31年度～）［厚労省］ 
・特設ページ・SNS等を活用した消費者向けの総合的な情報提供。成人式などあらゆる機会を活用した、地域における普及啓発の推進 
 （平成31年度～） [消費者庁] 
・新学習指導要領や指導参考資料を活用した学校教育における指導の充実。社会教育施設等を活用した保護者等への啓発の推進 
 (平成31年度～) [文科省] 

・金融経済教育におけるギャンブル等依存症対策の啓発 (平成31年度～) [金融庁] 
・産業保健総合支援センターを通じた職場における普及啓発の推進 (平成31年度～） [厚労省] 

Ⅲ 予防教育・普及啓発：基本法第14条関係 
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９．ギャンブル等依存症対策の動向（１）基本計画の閣議決定③ 



第二章 取り組むべき具体的施策 （主なもの） 《続き》 

連携協力体制 
の構築 

・各地域における包括的な連携協力体制の構築 [関係省庁] 
（専門医療機関その他の医療機関、精神保健福祉センター、保健所、財務局等・地公体多重債務相談担当課、消費生活センター、日本司法支援セ

ンター、司法書士会等、矯正施設、保護観察所、市区町村、教育委員会、生活困窮者自立相談支援事業実施機関、地域自殺対策推進センター、児

童相談所、産業保健総合支援センター、福祉事務所、発達障害者支援センター、警察、健康保険関係団体、自助グループ・民間団体、関係事業者

等が参画） (平成31年度～) 

人材の確保 

・医師臨床研修の見直し等［厚労省］、医学部における教育の充実［文科省］（平成31年度～） 
・保健師、助産師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士の継続的な養成 [厚労省] 
・刑事施設職員、更生保護官署職員の育成  (平成31年度～） [法務省] 

・ギャンブル等依存症の標準的な治療プログラムの確立に向けたエビデンスの構築等、治療プログラムの全国的な普及 (平成31年度～） [厚労省] 
・個人認証システム・海外競馬の依存症対策に係る調査、ICT技術を活用した入場管理方法の研究 (平成31～33年度） [競馬・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ] 

・多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等のギャンブル等依存症問題の実態把握 (平成32年度） [厚労省] 
・国民のギャンブル等の消費行動の実態調査を実施 (～平成33年度） [消費者庁] 

・相談データの分析によるギャンブル等依存症問題の実態把握 (平成31年度～) [公営競技・ぱちんこ] 
・ギャンブル等依存症が児童虐待に及ぼす影響の調査 (平成31年度～) [厚労省] 

・貸金業・銀行業における貸付自粛制度の適切な運用の確保及び的確な周知の実施 (平成31年度～） [金融庁] 
・違法に行われるギャンブル等の取締りの強化 (平成31年度～） [警察庁] 

Ⅳ 依存症対策の基盤整備：基本法第20・21条関係 

Ⅴ 調査研究：基本法第22条関係 

Ⅵ 実態調査：基本法第23条関係 

Ⅶ 多重債務問題等への取組 
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９．ギャンブル等依存症対策の動向（１）基本計画の閣議決定④ 



【平成★年★月】【●●県】

周りに嘘をついてギャンブル等をしていませんか!?
- ギャンブル等依存症はご本人や周囲の方に深刻な影響を及ぼします -

【心配ごとがある場合のご相談先】

※ 地方公共団体の皆様に「サンプル」としてお示ししているものです。

※ 地域において相互に連携している組織などを記載してください。
※ 公営競技の関係機関で設けている相談窓口、ギャンブル等依存症関連の啓発をしている機関などを記載することも考えられます。
※ 地方公共団体の広報誌でPRしていただく等の方法を選択することも考えられます。

Ⅰ．法令で定められた年齢に達していない人がギャンブル等
をすることは認められていません。

Ⅱ．仕事がうまくいかないストレス、ビギナーズラックなど、
誰にでもあるようなちょっとしたきっかけで、ギャンブル
等依存症になってしまう可能性があります。

Ⅲ．ギャンブル等依存症になってしまうと、借金をするのは
問題だと分かっていてもやめられなくなってしまいます。

ギャンブル等をしてみようと思っている人や
ギャンブル等をしている人が気を付けるべきポイント

Ⅰ．借金の肩代わりは禁物です。ご本人が立ち直る
きっかけを奪ってしまいます。

Ⅱ．ご本人の状況に振り回され、周囲の方も不健康な
思考に陥ることのないようにしましょう。

周囲の方が気を付けるべきポイント

★医療関係の相談機関の連絡先はこちら。
○ ●●県精神保健福祉センター ○○-○○○○-○○○○
○ ▲▲病院 ○○-○○○○-○○○○

★借金の問題の相談機関の連絡先はこちら。
○ 消費者ホットライン １８８（局番なしの３桁）
○ ●●財務事務所 ○○-○○○○-○○○○

○ 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374
（平日９時～21時、土曜日９時～17時。祝日・年末年始を除く。）

★自助グループの連絡先はこちら。
○ ＧＡ●●（ギャンブラーズアノニマス）《ご本人向け》 ○○-○○○○-○○○○
○ ギャマノン●●《ご家族向け》 ○○-○○○○-○○○○

おなやみなし

○ 消費者庁では、平成31年２月、内閣官房、金融庁、法務省及び厚生労働省と 
 共同で、ギャンブル等依存症に関わる知識の普及をきめ細やかに進めて頂ける 
 よう、啓発用資料のサンプルを作成し、都道府県等に提供。 

【主な内容】 
★ 消費者庁において、平成30年11月に公表した啓発用資料に盛り込んだ要 
 素をいかしつつ、「ご本人の状況に振り回され、周囲の方も不健康な思考に 
 陥ることのないようにしましょう。」との観点を明確に記載。 
★ 各地域において、ギャンブル等依存症に関連する相談をすることが可能な 
 機関などが、地域住民の方々に明確になることも期待。 

サンプルの活用実例（島根県） 
サンプルの活用実例 
（東京都墨田区） 
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９．ギャンブル等依存症対策の動向（２）消費者庁による地域での普及啓発の支援の取組 



【平成31年４月10日付け 
配信の首相官邸ＬＩＮＥ】 

【平成31年４月１日付け 
配信の首相官邸メール】 

～スムーズな新生活のスタートの
ために、どんなことに気を付けれ
ばよいか確認しましょう～ 
 
4月に入り、入学、就職、転勤など
で、新しく一人暮らしを始める方も
多いと思います。 
 消費者庁では、そうした皆様向
けに、消費生活上注意すべきポ
イント例を4分野・5項目にわたっ
て紹介した啓発用資料を公表しま
した。 
キャッシュレス決済、プラット
フォーム（フリマアプリなど）、ギャ
ンブル等依存症、宅配便の再配
達の抑止など、利用前の確認な
どが必要な事項を含めて、重要な
ポイントを分かりやすく紹介してい
ます。ぜひご活用ください。 
 
 詳細はこちらをご覧ください。  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_012/pd
f/caution_012_190320_0001.pdf 21 

９．ギャンブル等依存症対策の動向（３）消費者庁主作成資料の多様な方法での周知 



○ 長野県では、令和元年５月、ギャンブル等依存症問題啓発週間と消費者月間の相乗りのイベントとして、ギャンブル等 
 依存症問題に関する講演会を開催。 

【開催のプレスリリース（抜粋）】 

講演会当日の様子 

精神保健福祉センター内のパネル展示 

※写真提供：長野県精神保健福祉センター 
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９．ギャンブル等依存症対策の動向（４）ギャンブル等依存症問題啓発週間における取組例 



貸付自粛制度の紹介ページ（金融庁ウェブサイト） 金融庁Twitter 
政府広報 

（読売オンライン） 

リンク 

配布物 

街頭活動（ティッシュ配布） 

○ 金融庁においては、令和元年５月、ギャンブル等依存症問題啓発週間において、政府広報や街頭活動等を通じ、貸金業・ 
 銀行業における貸付自粛制度の周知活動を実施。 
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９．ギャンブル等依存症対策の動向（５）貸金業・銀行業における貸付自粛制度の適正な運用の確保 


